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午前九時〇〇分開議 

○議長（谷重幸君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１０人です。定足数に達していますので、これから本日の会議

を開きます。 

 本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１ 認定第２号 令和４年度美浜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。子育て健康推進課長。 

○子育て健康推進課長（谷輪亮文君） おはようございます。 

 認定第２号 令和４年度美浜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明

申し上げます。 

 令和４年度国民健康保険特別会計の規模は、歳入総額９億８２，４８９，５３２円、歳出総

額９億４５，４２０，８４１円で、歳入から歳出を引きました差引額は３７，０６８，６９１

円で、実質収支額でございます。 

 １ページの歳入状況につきましては、歳入予算額９億７２，７３９千円、収入済額は９

億８２，４８９，５３２円で、予算に対する収入割合は１０１％となっております。なお、

調定額１０億１１，５８２，３３２円に対する収入割合は９７．１２％でございます。 

 次に、３ページ、歳出の状況につきましては、歳出予算額９億７２，７３９千円、支出

済額９億４５，４２０，８４１円で、予算に対する支出割合は９７．１９％でございます。 

 ５ページ、国民健康保険税の歳入額は１億４８，９９０，９５２円で、前年度と比較い

たしまして２２，９４５，４９５円の減少で、調定額１億７８，０８３，７５２円に対

する徴収率は８３．６６％でございます。内訳は現年課税分９６．１３％、滞納繰越分

２３．６８％でございます。なお、令和４年度不納欠損額として２６件、１，９６４，５００

円を処分しております。 

 また、現年課税分滞納繰越分の徴収率につきましては、令和４年度特別会計決算の概要

の１ページの２の歳入状況、（１）の国民健康保険税の欄に、医療給付費分、後期高齢者

支援金分、介護納付金分に区分して記載していますのでご参照ください。 

 使用料及び手数料は８１，７１９円でございます。 

 ７ページ、県支出金は６億６６，５６６，８３５円でございます。保険給付費等交付金

及び財政対策補助金でございます。 

 財産収入は１１９，４９５円でございます。 

 繰入金は１億１７，２６８，５８３円で、前年度と比較して３８，１４５，７３０円の

増加でございます。 

 ９ページの繰越金は４３，２１４，８３２円で、前年度と比較して６，３００，３６５

円の減少でございます。 

 諸収入は６，２４７，１１６円で、前年度と比較して１４５，４２６円の減少でござい
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ます。 

 次に、１３ページ、総務費の歳出額は１８，５０７，３８１円で、職員２名分の人件費

賦課徴収に係る費用、国保運営協議会費などが含まれています。 

 １５ページ、保険給付費は６億５５，３４９，６６３円で、歳出に占める割合は６９．３２％

でございます。 

 １７ページ、国民健康保険事業費納付金は２億５６，５１６，６１７円で、歳出に占め

る割合は２７．１％でございます。 

 １９ページ、共同事業拠出金はゼロ円でございます。 

 保健事業費は１１，０６０，０５３円で、人間ドック健診委託料、特定健康診査に係る

費用等でございます。 

 基金積立金は利子積立金のみで１１９，４９５円でございます。なお、年度末基金残高

は８３，３４７，３４４円でございます。 

 諸支出金は３，８６７，６３２円で、前年度と比較して２，５５７，２２４円の減少で

ございます。要因としましては、過年度分普通交付金の償還金が減少したためでございま

す。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷進介議員。 

○９番（谷進介君） ９番です。これも人口減のあれなのか、特会の規模は縮小している

と理解します。 

 この決算の概要の説明でも、歳入は０．７２％減でありますが、聞きたいのは、その割

に歳出の国民健康保険事業費納付金、これは増になっていますよね。また違うんですか。

保健事業費が歳入の減少の割の１０倍ぐらい率として減少しています。７％強の減。こう

いうのは何かどういうことなのかを説明願いたいです。 

 それと、滞納繰越しの部分ですけれども、やはり不納欠損もしたと言っていましたけれ

ども、滞納になって１年目、２年目、３年目と、だんだん古くなるほど回収が難しいとは

これはもう自明の理でありまして、１年前の分でそのあたりだけに、何かある意味特化し

て回収に努めるとか、大体おおむねいつもこのような数字の徴収率、決してすごくほかと

比べて悪いわけじゃないとは思いますが、これも昨日のあれじゃないですけれども、やは

り健康保険税でありますので、負担の公平というかそのような観点もあるというふうに皆

さん理解していると思うので、そのあたりについて少し説明を願いたい。 

○議長（谷重幸君） 税務課長。 

○税務課長（浦真彰君） 谷議員にお答えします。 

 滞納繰越分、古くなってくるとなかなか徴収が難しいということのご指摘でございます

けれども、まずはそのとおりでございます。 

 徴収の取扱いとしまして、やはり延滞金の関係もありまして、被保険者の延滞金が増え

てくると、またさらに負担が増えるということでございまして、やはり滞納分は古い分か
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ら分納でしたら入れていただいているという状況でございます。 

 納付相談に来られたときにはそういったお話をさせていただきまして、やはり滞納分だ

けでは減っていかないという部分がございますので、滞納分、分納分と合わせまして現年

分を納めていただくような、そういったお話をさせていただいて納付に努めていただくと

いうことで努力しています。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） 子育て健康推進課長。 

○子育て健康推進課長（谷輪亮文君） 谷進介議員にお答えします。規模は減っているけ

れども、歳出はあんまり減っていないというようなお話だったと思います。 

 歳出のほうに関しましては、医療費等がございますので、人口減で国保全体が減ってい

るんですけれども、１人当たり医療費というのは増えているんです。医療の総額はあまり

変わらないんですけれども、人口が減っている、被保険者が減っているということで、１

人当たりの医療費は確かに増えております。それで規模の差異が出るんかなという感じが

します。 

 それと、保健事業費ですけれども、特定健診の費用とかいろいろ、年々人数でも金額

８００千、９００千程度の増減はしますので、その分の減りだと思います。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷進介議員。 

○９番（谷進介君） おおむね説明であれですけれども、でも保険給付費は１％ぐらいの

減少だから、歳入と同じぐらいの率。事業所が違うと、その説明でいいです。 

 もう一点は、被保険者も令和４年で１，６５２名、令和５年４月１日現在でもそれより

もまだ、着実にという表現がいいのかどうか分かりませんが、このあたり結局、いわゆる

保険ということからしたら、もう何か破綻しているような数字にも感じるわけでもないん

ですが、そのあたりは大丈夫なんですかね。 

 それと、何年でしたっけ、保険料だけの統一というような問題もあって、被保険者がこ

れだけの人数ですると、美浜町での保険事業というのが成り立っていくのかすごく心配な

点があるんですが、そのあたり、担当課としてはどのような今おつもりなのかお聞きした

い。 

○議長（谷重幸君） 子育て健康推進課長。 

○子育て健康推進課長（谷輪亮文君） 保険税の統一なんですけれども、令和９年度に県

下で統一を目指すということで、当初は完全統一の方向で進んでおりました。ただ、今、

保険料、まあ何もかもが１本になるというわけではなしに、保険料の水準の統一というこ

とに変わりました。 

 ということは、事業費納付金の算定の際に医療費水準を反映しないということで、医療

費は県内どこでかかっても同じやという扱いになっておりますんで、うちの町としまして

は、もう既に統一に向けて資産割も廃止いたしましたし、あと、少しでも県の示される納
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付金の保険料率に合わせるようにというふうに進めてまいりましたので、多少の人口減が

ありましても、今のままで段階的で令和９年度には統一できるかなというふうに考えてご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ８番、龍神議員。 

○８番（龍神初美君） 先ほど課長のほうから、１人当たりの診療費、ちょっと高くなっ

ているようなことを言われておりましたので、もし分かればですけれども、国保税の１人

当たりの調定額は大体どれぐらいかということと、ほいて診療費は４年度は１人当たりど

れぐらいかと、分かっていればちょっと参考にお願いします。 

○議長（谷重幸君） 子育て健康推進課長。 

○子育て健康推進課長（谷輪亮文君） 龍神議員にお答えします。 

 まず、私のほうから、１人当たり医療費のほうを申し上げます。令和４年度で１人当た

り医療費が３９４，０２０円でございます。前年度が３８４，２２０円であったので、

９，７９８円増額しました。 

 主な要因は、入院や調剤に係る医療費の増によるものであると思います。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） 税務課長。 

○税務課長（浦真彰君） すみません。現年の調定額での１人当たりの保険料は９１，２３４

円でございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ８番、龍神議員。 

○８番（龍神初美君） まだ、今ちょっと時期早々かも分かりませんけれども、大体、３

年だったら調定額は県下で８位ぐらいで、診療費は６位ぐらいてちょっと教えていただい

ていたんですけれども、４年度、もしもう今分かるんだったらどれぐらい、かなり増えて

いるみたいなんで、診療費どれぐらいなるかなと、ちょっと参考に。９年度に向かえて、

ちょっと分かればで結構です。 

○議長（谷重幸君） 子育て健康推進課長。 

○子育て健康推進課長（谷輪亮文君） 龍神議員にお答えします。 

 まだ、令和４年度のそういう細かい状況は出ておりませんので、また出ましたらお示し

したいと思います。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 この決算を認定することに賛成の方は挙手願います。 
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○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、認定第２号 令和４年度美浜町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

 日程第２ 認定第３号 令和４年度美浜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。かがやく長寿課長。 

○かがやく長寿課長（井田時夫君） 認定第３号 令和４年度美浜町介護保険特別会計歳

入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 令和４年度介護保険特別会計の規模は、歳入総額８億６３，１８０，６５５円で、前年度

８億５５，７５４，４４９円と比較して７，４２６，２０６円、率にして０．８７％の増加で

ございます。歳出総額は８億３９，７７６，３４４円で、前年度８億４４，３３１，７１６

円と比較して４，５５５，３７２円、率にして０．５４％の減少でございます。差引額

２３，４０４，３１１円は、実質収支額です。 

 １ページ、歳入の状況につきましては、予算額８億６７，８９２千円、収入済額８億

６３，１８０，６５５円で、予算に対する収入割合は９９．４６％でございます。調定額

８億６４，８１１，６０５円に対する割合は９９．８１％です。 

 ３ページ、歳出の状況につきましては、予算額８億６７，８９２千円、支出済額８億

３９，７７６，３４４円で、予算額に対して９６．７６％の執行率でございます。 

 ５ページからは事項別明細で、歳入、保険料・介護保険料の収入額は１億５５，４３１，１８０

円で、前年度と比較して１，３５８，２００円の減少でございます。調定額１億

５７，０６２，１３０円に対する徴収率は９８．９６％です。令和４年度不納欠損額とし

て３５件、３７１，１４０円を処分しました。 

 使用料及び手数料の歳入額は７，４００円でございます。 

 国庫支出金の歳入額は２億８，９２６，７４４円で、前年度と比較して６，５１４，３８９

円の増加でございます。その内訳は、国庫負担金、介護給付費負担金１億４４，０５１，９０９

円、国庫補助金では、調整交付金５５，３８３千円、地域支援事業交付金の介護予防・日

常生活支援総合事業分は５，２１９，７００円、介護予防・日常生活支援総合事業以外分

は１，２９０，１３５円、保険者機能強化推進交付金１，６４６千円、７ページ、介護保

険保険者努力支援交付金１，３３６千円でございます。 

 支払基金交付金の歳入額は２億２０，４３９千円で、前年度と比較して８６６千円の増

加でございます。 

 県支出金の歳入額は１億２４，１１４，３７９円で、前年度と比較して６，０２５，５２８

円の増加でございます。 

 財産収入の歳入額は２６，１２０円で、介護給付費準備基金の利子でございます。 

 ９ページ、繰入金の歳入額は１億４０，９４７，４２９円で、前年度と比較して

１，６５５，２２９円の減少でございます。 



令和５年美浜町議会第３回定例会（第５日） 

 

 

 
115 

 繰越金の歳入額は１１，４２２，７３３円で、前年度と比較して２，３６２，８７２円

の減少でございます。 

 諸収入の歳入額は１，８６５，６７０円で、１２ページ、国庫負担金と県負担金の精算

分が主なものでございます。 

 次に、歳出ですが、１３ページ、総務費の歳出額は２７，２２３，５６８円で、前年度

と比較して２，５７６，６８６円の減少で、主な内容は、正職員１名と会計年度任用職員

１名分の人件費、介護認定に伴う主治医意見書作成料、電算処理委託料、介護保険事業計

画策定委託料、御坊広域行政事務組合の介護認定審査会費分担金などでございます。 

 １５ページ、保険給付費の歳出額は７億８３，４１７，５８５円で、前年度と比較

して３，３８２，８８８円の減少でございます。内訳は、介護サービス等諸費７億

２９，１２７，３２３円、その他諸費６７８，６６４円、高額介護サービス費

１７，４４７，６１４円、１７ページ、高額医療合算介護サービス等費２，８７８，５１４

円、特定入所者介護サービス等費１８，９８８，１５８円、介護予防サービス等諸費

１４，２９７，３１２円でございます。 

 １７ページ下段からの地域支援事業費の歳出額は２７，６１８，５６０円で、前年度と

比較して２，２５５，５４３円の増加でございます。内訳は、１９ページ、包括的支援

事業・任意事業費１，７６８，６９３円、２１ページ、介護予防・生活支援サービス事

業費２４，２８１，１８４円、一般介護予防事業費１，５２０，８５９円、その他諸費

４７，８２４円でございます。 

 ２３ページ、基金積立金の歳出額２６，１２０円は利子積立金で、年度末の介護給付費

準備基金の残高は５０，２５８，１４５円でございます。 

 諸支出金の歳出額は１，４９０，５１１円で、前年度と比較して８２５，１５６円の減

少で、主な内容は前年度実績に伴う国庫補助金等の償還金でございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷進介議員。 

○９番（谷進介君） 歳入総額は微増、歳出、減少、これはどうなんか分かりませんが、

減少という言葉を介護保険で聞くのかなとずっと思っていまして、やり始めた頃は順調に

１０億を突破するのではないかみたいな、そんな見通しも聞いたやに記憶をしております

が、いわゆる峠は越えたのか。 

 ２０２５年問題であるとか、後期高齢者の方の人数がそのあたりがピークになる、なら

ないというようなことも聞いたこともありますし、この主要成果のあれも見ても、第１号

被保険者の数が３年度からも減少しているのかな。だから、そんなふうなことで、これか

らこの予算規模は縮小していくように思われているのか。 

 それと、歳出で保険給付費は減少していますが、支援事業費は増加している。このあた

り支援事業費が増加しているので給付費が減るというような効果が出ているのか、その辺

ちょっとよく分からないので、少し説明をしていただけますか。 
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○議長（谷重幸君） かがやく長寿課長。 

○かがやく長寿課長（井田時夫君） 谷進介議員にお答えします。 

 まず、令和４年度の保険給付の前年度、令和３年度との実績の比較でいきますと、マイ

ナス０．４％の給付費で少し減少になっています。 

 それで、そのサービス内容を見てみますと、大きく分けて、在宅でおられる方の居宅サ

ービスと、それから施設に入所をされている方の施設サービスという大きく２つに分けら

れると思うんですけれども、その中で施設入所のサービス費については若干、令和３年度

と比較すると伸びておりまして、１０２％というような形で若干伸びているんですけれど

も、在宅でサービスを利用されている方というのが３年度に比べて少し減っております。 

 減った要因というのは、なかなかこれといった要因というのは難しいとは思うんですが、

一つ考えられるのは、昨年度、令和４年度については、コロナの関係で事業所が職員さん

がコロナに感染して事業をしばらくの間、休止というか受入れをやめるというようなとこ

ろが幾つかありました関係で、デイサービスが停止したりとかというようなことが結構あ

りましたので、そういうことで在宅サービスについてはマイナスになったんかなというと

ころです。 

 それで、今後の見通しなんですけれども、４年度は少し減りましたけれども、ただ、団

塊の世代の方が今、後期の高齢７５に入ってきたというところで、介護サービスについて

は、大体８０歳以上になった段階で介護認定を受けて介護サービスを利用するという方が

ほとんどでありますので、その団塊の方々が８０歳を超えたあたりがピークに来るんでは

ないかなあと予想しているところです。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ８番、龍神議員。 

○８番（龍神初美君） ８番。今、第９期の介護保険事業計画も、もう大詰めになってき

ていると思うんですけれども、やっぱり基準額が一番気になるところです。まだ基準額が

今年度までのんは５，８８０円ということなんですけれども、一応見通しということで、

幾らとは言わないで、そいよりどうかなというのをちょっと聞きたいです。お願いします。 

○議長（谷重幸君） かがやく長寿課長。 

○かがやく長寿課長（井田時夫君） 龍神議員にお答えします。 

 今年度、計画策定ということで、今、作業のほうを進めておるんですが、まだ推計の部

分についてはこれから推計という形になります。 

 それで令和３年度から、先ほど答弁しましたように、令和３年度と４年度の比較ではほ

ぼ同額でだったんですけれども、令和２年度から３年度という比較のときは５％ほど伸び

ていました。だから、今回推計するに当たり、直近のそういう伸び率が５％であったり、

マイナスというようなパーセントだったので、ちょっと推計するのに慎重にしなければな

らないなあと今思っているところで、今年の１２月の末頃には、ある程度、保険料が基準

額どれくらいになるかというような推計は、その頃にはできておるんですけれども、今の
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段階ではまだこれからというところで、全くまだ数字のほうはまだ分からないところです。 

 それで、なかなか現状維持というのはちょっと難しいかなというのは、ちょっとこちら

のほうでは思っているところです。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 この決算を認定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、認定第３号 令和４年度美浜町介護保

険特別会計歳入歳出決算については認定することに決定しました。 

 日程第３ 認定第４号 令和４年度美浜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。かがやく長寿課長。 

○かがやく長寿課長（井田時夫君） 認定第４号 令和４年度美浜町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 

 令和４年度後期高齢者医療特別会計の規模は、歳入総額２億５６，５５５，２７２円で、

前年度２億３９，７１９，７３７円と比較して１６，８３５，５３５円、率にして７．０２％

の増加でございます。歳出総額は２億５４，７６４，４７２円で、前年度２億

３８，２１９，０３７円と比較して、１６，５４５，４３５円、率にして６．９５％の増

加でございます。差引額１，７９０，８００円は実質収支額です。 

 １ページ、歳入の状況につきましては、予算額２億５８，３３９千円、収入済額２億

５６，５５５，２７２円で、予算に対する収入割合は９９．３１％でございます。調定額

２億５６，７０３，４７２円に対する割合は９９．９４％です。 

 ３ページ、歳出の状況につきましては、予算額２億５８，３３９千円で、支出済額２億

５４，７６４，４７２円で、予算額に対して９８．６２％の執行率でございます。 

 ５ページからは事項別明細で、歳入、後期高齢者医療保険料の歳入額は８５，３７４，１００

円で、前年度と比較して１，３１８，４００円の増加でございます。調定額８５，５２２，３００

円に対する徴収率は９９．８３％です。令和４年度不納欠損額として２件、９，９００円

を処分しました。 

 分担金及び負担金の歳入額は４６５，７００円で、人間ドック健診に係るもので、前年

度と比較して９３，０００円の増加でございます。 

 使用料及び手数料の歳入額７，２００円は督促手数料です。 

 繰入金の歳入額は１億５８，３００，４７８円で、前年度と比較して５，７８０，５６０
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円の増加でございます。その内訳としまして、事務費繰入金が１１，６４９，９０５円、

保険基盤安定繰入金３１，３０１，５７３円、療養給付費繰入金１億１５，３４９千円で

ございます。 

 繰越金の歳入額は１，５００，７００円で、前年度と比較して１４１，６００円の減少

でございます。 

 ７ページ、諸収入の歳入額は１０，９０７，０９４円で、前年度と比較して９，７８１，８７５

円の増加でございます。主な要因は、実績に伴う過年度分療養給付費負担金返還金の増加

によるものです。 

 次に、歳出ですが、９ページ、総務費の歳出額は２億４４，１３５，５８５円で、前年

度と比較して７，０４１，６４５円の増加でございます。主な内容は、正職員１名分の人

件費と保険料収納に係る費用、後期高齢者医療広域連合納付金などでございます。 

 諸支出金の歳出額１０，６２８，８８７円は、歳入、８ページの過年度分療養給付費負

担金返還金を一般会計へ繰り出すものです。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 この決算を認定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、認定第４号 令和４年度美浜町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算については認定することに決定しました。 

 日程第４ 認定第５号 令和４年度美浜町下水道事業会計決算認定についてを議題とし

ます。 

 本件について細部説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） 認定第５号 令和４年度美浜町下水道事業会計決算認定に

ついてご説明申し上げます。 

 １ページの収益的収入及び支出については、税込み表示となってございます。 

 収益的収入は、下水道事業収益決算額２億７，９３２，７９７円。内訳は、営業収益

８６，０５７，８５８円、営業外収益１億２１，８７４，９３９円で、予算に対する収入

率は９３．５５％でございます。 

 収益的支出は、下水道事業費用決算額２億７，９３２，７９７円。内訳は、営業費用１億

７８，８３０，０６０円、営業外費用２３，２５０，１３７円、特別損失５，８５２，６００
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円で、予算に対する執行率は９３．５５％でございます。 

 次に、３ページの資本的収入及び支出についても、税込み表示となってございます。 

 資本的収入は、決算額４７，５５０，２７５円。内訳は、他会計出資金４４，６７２，２７５

円、分担金２，２６８千円、繰入金６１０千円で、予算に対する収入率は９９．９１％で

ございます。 

 資本的支出は、決算額８４，８６４，９５０円。内訳は、企業債償還金８３，１４６，４９３

円、負担金６９０，４０５円、基金積立金２８，０５２円で、予算に対する執行率は

９９．９９％でございます。 

 なお、資本的収入が資本的支出に不足する額３７，３１４，６７５円については、当年

度分損益勘定留保資金３７，３１４，６７５円で補塡してございます。 

 次に、５ページの損益計算書については、税抜き表示となってございます。 

 営業収益の合計は７８，２４６，１５８円、営業費用の合計は１億７３，４００，９１９

円、営業外収益の合計は１億２１，８７５，１７８円、営業外費用の合計は２０，８６７，８１７

円となってございますので、経常利益は５，８５２，６００円でございます。特別利益は

なく、特別損失が５，８５２，６００円となってございますので、当年度純損益はゼロ円

でございます。当年度純損益に繰越欠損金を加算しますと、当年度未処理欠損金は２億

９３，６８９，０６９円でございます。 

 次に、７ページの剰余金計算書については、繰越欠損金２億９３，６８９，０６９円に

当年度変動額ゼロ円を加算しますと、当年度未処理欠損金は２億９３，６８９，０６９円

でございます。 

 欠損金処理計算書（案）については、当年度未処理欠損金２億９３，６８９，０６９円

を翌年度に繰越しいたしたく提案するものでございます。 

 次に、貸借対照表については、税抜き表示となってございます。 

 資産の部については、固定資産２５億３，８３７，４７５円、流動資産合計

１３，６９１，９７２円で、資産合計は２５億１７，５２９，４４７円でございます。 

 負債の部については、固定負債合計１１億１６，８２２，０５７円、流動負債合計

９０，６０２，４７６円、繰延収益合計１３億３４，９０７，４５０円で、負債合計は

２５億４２，３３１，９８３円でございます。 

 資本の部については、資本金合計７２，０１３，１３３円、剰余金合計マイナス

９６，８１５，６６９円で、資本合計はマイナス２４，８０２，５３６円でございます。 

 資産合計と負債・資本合計がそれぞれ２５億１７，５２９，４４７円で、貸借が一致す

るものでございます。 

 次に、１１ページについては、議会議決事項、業務量、事業収益に関する事項、事業費

用に関する事項、経営指標の推移でございます。 

 議会議決事項は、予算議決等６件でございます。 

 業務量は、年度末調定件数２，６６０件、調定に係る水洗化率８８．４２％、有収水量
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５３万６，１７７㎥でございます。 

 事業収益に関する事項は、営業収益７８，２４６，１５８円、営業外収益１億

２１，８７５，１７８円で、合計は２億１２１，３３６円でございます。 

 事業費用に関する事項は、営業費用１億７３，４００，９１９円、営業外費用

２０，８６７，８１７円、特別損失５，８５２，６００円で、合計は２億１２１，３３６

円でございます。 

 経営指標の推移は、経常収支比率１０３．０１％。経費回収率４２．９４％、有形固定

資産減価償却率４．０９％でございます。 

 次に、１３ページについては、重要契約の要旨、企業債及び一時借入金の状況、その他

会計処理に関する事項、他会計補助金等の使途についてでございます。 

 重要契約の要旨はございません。 

 企業債及び一時借入金の状況は、企業債前年度末残高１２億８４，０２７，３６７円、

本年度借入額なし、本年度償還額８３，１４６，４９３円ですので、本年度末残高は１２

億８８０，８７４円でございます。一時借入金はございません。 

 その他、会計処理に関する事項は、公共下水道事業基金と農業集落排水事業基金の状況

でございます。 

 公共下水道事業基金は、前年度末残高４，５４８，３４０円、利子を積み立てた本年度

増加額４，６３９円、本年度減少額なしですので、本年度末残高は４，５５２，９７９円

でございます。 

 農業集落排水事業基金は、前年度末残高２２，９５４，１８９円、利子を積み立てた本

年度増加額２３，４１３円、企業債償還の一部として繰り出した本年度減少額６１０千円

ですので、本年度末残高は２２，３６７，６０２円でございます。 

 他会計補助金等の使途については、他会計補助金の充当先と出資の合意を記載してござ

います。 

 次に、１５ページから１８ページの収益費用の明細については、損益計算書の資料でご

ざいます。 

 次に、１９ページの固定資産明細書については、資産の増減を表したものでございます。 

 年度当初の現在高は２５億６８，５３９，１５５円、当年度増加額は３，３８０，８１０

円、当年度減少額は１，６９０，４０５円、年度末現在高は２５億７０，２２９，５６０

円でございます。 

 減価償却累計額の当年度増加額は９３，３１２，６６６円、当年度減少額はなし、累計

額は９３，３１２，６６６円でございます。 

 年度末現在高から減価償却累計額を差し引きますと、年度末償却未済額は２４億

７６，９１６，８９４円でございます。 

 次に、２１ページの起債台帳については、未償還元金は１２億８８０、８７４円でござ

います。 
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 次に、２２ページのキャッシュ・フロー計算書については、資金期末残高は５，３７１，１６２

円でございます。 

 次に、２３ページの注記については、会計方針に係る事項等でございます。 

 最後に、損益計算書、剰余金計算書にある繰越欠損金についてご説明いたします。 

 一般的に繰越欠損金では、各事業年度の営業活動によって純損失、赤字が発生した場合

に、繰越利益剰余金等で補塡できなかった損失が累積したものでございます。当事業の繰

越欠損金は、過去や当年度の純損失の累積ではなく、会計方式変更時に算定されたもので

ございます。原因は、減価償却に係る法定耐用年数と企業債償還年数の相違によるもので、

機械設備の法定耐用年数１５年に対して企業債償還年数３０年と長く設定され、資産減少

と負債減少の速度が大幅に異なるためでございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。９番、谷進介議員。 

○９番（谷進介君） 単純に分からない。どこが何じゃなしに、報告資料の中に不用額の

ところで、減価償却費に不用額があるって、その意味合いがよく分からないので。程度の

低い質問かも分かりませんけれども、なぜ減価償却費に不用額というのが発生しているの

かとかちょっと説明願えたら。 

 それと、もう一点、決算書の１９ページ、固定資産明細書で、昨日、一般会計の中で土

地か何か９０３㎡か何かは他会計云々という説明を聞きましたが、これはここへ来たんで

はないんですか。その辺それか特会のどこかへいったのか、その辺ちょっと説明してもら

いたいです。 

○議長（谷重幸君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） お答えします。 

 まず、減価償却の不用額についてです。 

 これにつきましては、公共下水道事業と農業集落排水事業、２事業をセグメントで分け

まして、美浜町下水道事業という格好で予算、決算を行っております。それに関しまして

予算を組むときに、四捨五入の関係で端数が出るときに繰上げしていますんで、若干、何

千円とかという単位で出てくるような格好になります。 

 続きまして、固定資産の土地です。 

 土地については、下水道事業につきましては、処理場用地を算定して入れてございます。

農集の和田と上田井、入山については購入していますんで、購入時の金額を入れているん

ですけれども、公共については国から寄附を受けていますんで、金額についてはそれを、

路線価を掛けて入れているという格好になります。 

 一般会計のほうが、たしか、昨日であまり記憶ないというたらちょっとおかしいんです

けれども、平米でやっていたと思うんですけれども、うちの固定資産の明細書は金額でや

っていますんで、ずっと平米のほうは、細かい明細書で足せばその平米になるということ

になっています。 
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 以上です。 

○議長（谷重幸君） 会計管理者。 

○会計管理者（太田康之君） その平米を知りたいということですか。というんじゃなし

に、一般会計からこの平米数というのが移ったということは、これは事実なんです。ただ、

上下水道会計のほうに関しては、平米数が載るというわけではなくて、この固定資産は評

価額というんかな資産額になるんで、全然違うような状況です。 

 一般会計のほうは取りあえず公営企業会計になったので、その分の面積が差し引かれた

ということです。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） ９番、谷進介議員。 

○９番（谷進介君） 議長、ちょっと休憩と言ってもらえませんか。 

○議長（谷重幸君） しばらく休憩します。 

午前九時五十二分休憩 

   ―――・――― 

午前十時一〇分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） すみません、理解力不足でどうも失礼いたしました。 

 下水道事業の固定資産明細書の土地、そのほかもそうですけれども、年度当初の現在高

という数字なんですけれども、これは会計移行するときに固定資産の計算をしまして、そ

のときの数字を年度当初の現在高として記載しております。 

 そういうことで、一般会計のほうから移ったものを、土地については込みという形で表

示してございます。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 この決算を認定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、認定第５号 令和４年度美浜町下水道

事業会計決算については認定することに決定しました。 

 日程第５ 認定第６号 令和４年度美浜町水道事業会計決算認定についてを議題としま

す。 

 本件について細部説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） 認定第６号 令和４年度美浜町水道事業会計決算認定につ
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いてご説明申し上げます。 

 １ページの収益的収入及び支出については、税込み表示となってございます。 

 収益的収入は、下水道事業収益決算額１億２８，７５３，９８６円。内訳は、営業収益

９７，６５５，４６６円、営業外収益３１，０９８，５２０円で、予算に対する収入率は

９７．２５％でございます。 

 資本的支出は、水道事業費用決算額１億２０，９９５，５０８円。内訳は、営業費用１

億１２，４８４，０４８円、営業外費用８，５１１，４６０円で、予算に対する執行率は

９４．３７％でございます。 

 次に、３ページの資本的収入及び支出についても、税込み表示となってございます。 

 資本的収入は、決算額６，５２７，５０５円。内訳は、分担金９３９，４００円、

補償金３，８９７，７００円、負担金６，９００，４０５円で、予算に対する収入率

は８０．３４％でございます。 

 資本的支出は、決算額６３，２５６，２２０円。内訳は、建設改良費３６，０４５，６８０

円、企業債償還金２７，２１０，５４０円で、予算に対する執行率は８８．６５％でござ

います。 

 なお、資本的収入が資本的支出に不足する額５６，７２８，７１５円については、過年度分

損益勘定留保資金１４，８５２，３７３円、当年度分損益勘定留保資金３９，１９２，８７０

円、当年度消費税資本的収支調整額２，６８３，４７２円で補塡してございます。 

 次に、５ページの損益計算書については、税抜き表示となってございます。 

 営業収益の合計は８８，８１８，３２０円、営業費用の合計は１億９，９３１，０８１

円、営業外収益の合計は３０，９８５，３１７円、営業外費用の合計は４，８０１，３６０

円となってございますので、経常利益は５，０７１，１９６円でございます。特別利益と

特別損失はございませんので、当年度純利益も５，０７１，１９６円でございます。 

 当年度純利益に前年度繰越利益剰余金とその他未処分利益剰余金変動額を加算しますと、

当年度未処分利益剰余金は６８，２９８，２２７円でございます。 

 次に、７ページの剰余金計算書については、建設改良積立金当年度末残高３０，５７８，２７７

円、減債積立金当年度末残高８，０００千円で、積立金合計は３８，５７８，２７７円で

ございます。 

 未処分利益剰余金については、当年度末残高は６３，２２７，０３１円で、当年度純利

益５，０７１，１９６円を加算しますと、当年度未処分利益剰余金は６８，２９８，２２７

円でございます。 

 剰余金処分計算書（案）については、当年度未処分利益剰余金６８，２９８，２２７円

を翌年度に繰越しいたしたく提案するものでございます。 

 次に、９ページの貸借対照表については、税抜き表示となってございます。 

 資産の部については、固定資産合計１２億２３，９４５，４６９円、流動資産合計２億

３０，７０３，９７６円で、資産合計は１４億５４，６４９，４４５円でございます。 
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 負債の部については、固定負債２億２２，０６９，９１９円、流動負債合計

３０，１３９，８３５円、繰延収益合計２億７１，５１０，７２１円で、負債合計は５億

２３，７２０，４７５円でございます。 

 資本の部については、資本金合計７億９１，８１７，２５２円、剰余金合計１億

３９，１１１，７１８円で、資本合計は９億３０，９２８，９７０円でございます。 

 資産合計と負債・資本合計がそれぞれ１４億５４，６４９，４４５円で、貸借が一致す

るものでございます。 

 次に、１１ページの議会議決事項については、予算議決等６件でございます。工事等の

概要については、配水管整備費２件、配水管移設費１件、施設改良費３件、送水施設改良

費１件でございます。 

 次に、１３ページの業務量については、給水戸数３，６９５戸、年間配水量７９万

９，９５２㎥、年間有収水量７７万２５７㎥、有収率９６．２９％でございます。 

 事業収益及び事業費用に関する事項については、税抜き表示となってございます。 

 事業収益合計は１億１９，８０３，６３７円で、前年度と比較して３，２９１，８０３円の

減額、事業費用合計は１億１４，７３２，４４１円で、前年度と比較して４，９９８，６９０

円の増額でございます。 

 経営指標の推移については、経常収支比率１０４．４２％、料金回収率８６．４９％、

固定資産減価償却率６０．６５％、管路経年化率２１．５５％、管路更新率０．４９％で

ございます。 

 企業債については、前年度末残高２億７４，０３７，０７７円、本年度借入額はなく、

本年度償還額２７，２１０，５４０円ですので、本年度末残高は２億４６，８２６，５３７

円でございます。 

 次に、１５ページから１８ページの収益・費用の明細については、損益計算書の資料で

ございます。 

 次に、固定資産明細書については、資産の増減を表したものでございます。 

 年度当初の現在高は２７億８２，５０１，２８７円、当年度増加額は６０，５３７，６０

０円、当年度減少額は３８，９４９，１１６円、年度末現在高は２８億４，０８９，７７１

円でございます。 

 減価償却累計額の当年度増加額は５０，４９４，９６９円、当年度減少額は５，８０９，５７１

円、累計額は１５億８０，１４４，３０２円でございます。 

 年度末現在高から減価償却累計額を差し引きますと、年度末焼却未済額は１２億

２３，９４５，４６９円でございます。 

 次に、２１ページの起債台帳については、未償還元金は２億４６，８２６，５３７円で

ございます。 

 次に、２２ページのキャッシュ・フロー計算書については、資金期末残高は２億

１８，１６３，９５６円でございます。 
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 次に、２３ページの注記については、会計方針に係る事項でございます。 

 最後に、本年度は、電力、ガス、食料品等の価格高騰支援策として、水道料金のうち基

本料金とメーター使用料を令和４年１２月分から令和５年２月分までの３か月間免除して

ございます。これにより、昨年度より営業収益が大幅な減少となっていますが、一般会計

より全額補塡され、営業外収益で計上していますので、免除による事業運営への影響はご

ざいません。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 この決算を認定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、認定第６号 令和４年度美浜町水道事

業会計決算については認定することに決定しました。 

 日程第６ 選挙第１号 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙についてを議題としま

す。 

 選挙管理委員長からの依頼書を事務局長から報告します。 

○事務局長（野田佳秀君） 報告します。 

 日美選第２０号。令和５年８月２２日。美浜町議会議長、谷重幸様。美浜町選挙管理委

員会委員長、田端正幸。 

 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行うべき事由の発生について。 

 令和５年１０月１０日をもって、美浜町選挙管理委員会委員及び同補充員の任期が満了

しますので選挙を行われたく、地方自治法第１８２条第８項の規定により通知いたします。 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） 本件、直ちに選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選にしたい

と思います。ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定しました。 

 お諮りします。 
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 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しま

した。 

 選挙管理委員会委員には、田端正幸君、松下雅美君、竿本和也君、西龍彦君、以上の方

を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました方を選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異議あ

りませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました田端正幸

君、松下雅美君、竿本和也君、西龍彦君、以上の方が選挙管理委員会委員に当選されまし

た。 

 続いて、選挙管理委員会委員補充員の指名を行います。 

 第１順位、福島教君、第２順位、武内勇一君、第３順位、糸巻孝次君、第４順位、平井

佳代子君、以上の方を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました方を選挙管理委員会委員補充員の当選人と定めることにご

異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました第１順位、

福島教君、第２順位、武内勇一君、第３順位、糸巻孝次君、第４順位、平井佳代子君、以

上の方が順序のとおり選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 

 日程第７ 発議第１号 美浜町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定につい

てを議題とします。 

 本件提案者の説明を求めます。碓井議員。 

○６番（碓井啓介君） 提案理由を申し上げます。 

 発議第１号は、美浜町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定についてでござ

います。 

 地方自治法の一部を改正する法律が令和４年１２月１６日に公布され、議会の議員に係

る請負に関する規制の明確化及び緩和について、政令等により、令和５年３月１日から施

行されてございます。 

 また、普通地方公共団体の議会の議員個人による当該普通地方公共団体に対する請負の

規制の対象から除外される各会計年度において支払いを受ける当該請負の対価の総額の上

限は３，０００千円とされることとなりました。 

 このことにより、美浜町議会議員が美浜町に対し請負をする者またはその支配人である
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場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって

議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、美浜町議会議員の請負の状況の公表

に関する条例を制定するものでございます。 

 本条例は、５条及び附則で構成されており、第１条は目的、第２条は報告、第３条は報

告の一覧の作成及び公表、第４条は報告等の保存及び閲覧等、第５条は委任を規定してご

ざいます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和５年４月１日に始まる会計

年度における請負から適用します。 

 以上で提案理由説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、発議第１号 美浜町議会議員の請負の

状況の公表に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。 

 日程第８ 議員派遣の件についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、地方自治法第１００条第１３項及び美浜町会議規則第１２８

条の規定によって、お手元に配付しています議員派遣の件のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手

元に配付しています議員派遣の件のとおり決定しました。 

 しばらく休憩します。 

午前十時二十九分休憩 

   ―――・――― 

午前十時二十九分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。 

 お諮りします。 

 ただいま議員提案として、防災・減災、国土強靱化等に資する社会資本整備の推進を求
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める意見書（案）が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第９として議題にし

たいと思います。ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、防災・減災、国土強靱化等に資

する社会資本整備の推進を求める意見書（案）を日程に追加し、追加日程第９として議題

とすることに決定しました。 

 追加日程第９ 発議第２号 防災・減災、国土強靱化等に資する社会資本整備の推進を

求める意見書（案）を議題とします。 

 本件、事務局長が朗読します。 

○事務局長（野田佳秀君） 発議第２号 防災・減災、国土強靱化等に資する社会資本整

備の推進を求める意見書提出について。 

 地方自治法第９９条の規定により、関係行政庁に対し別紙のとおり意見書を提出するも

のとする。 

 令和５年９月１５日 

提出者 議会議員 龍神初美 

賛成者 議会議員 松下太一 

賛成者 議会議員 碓井啓介 

賛成者 議会議員 谷 進介 

防災・減災、国土強靱化等に資する社会資本整備の推進を求める意見書（案） 

 本年６月の台風第２号に伴う豪雨により、和歌山県北部を中心とした地域が大きな浸水

被害を受けたように、近年では、全国どこでも激甚な豪雨災害に見舞われてもおかしくな

い状況である。 

 また、今後起こり得る南海トラフ巨大地震対策はもとより、近年大型化している台風に

よる高波など、大規模自然災害に備えることが急務となっている。 

 本町においても、平成３０年度補正予算からの３か年緊急対策及び令和２年度補正予算

からの５か年加速化対策により、河川改修や高波対策、津波避難施設の整備など、住民の

生命と財産を守るため、危険箇所への事前対策を推進してきたところであるが、いまだ道

半ばであり、今後もより一層の対策が求められている。 

 さらに、本年５月に、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に位置づけられたことで、

様々な社会経済活動が再び活発化し、人の流れも回復しつつあり、自然災害への備えをよ

り一層充実させることが必須である。 

 以上のことから、国において、下記の事項に特段の措置を講じられるよう、強く要望す

る。 

記 

 １ 防災・減災、国土強靱化や地方創生に資する社会資本整備を推進するため、地方自

治体への補助事業、防災・安全交付金及び社会資本総合交付金について、必要な予算を確
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保すること。 

 ２ 防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策を推進するために、必要な予算

を例年以上の規模で確保すること。 

 ３ 本年６月に成立した改正国土強靱化基本法を踏まえ、防災・減災、国土強靱化のた

めの５か年加速化対策終了後も、引き続き国土強靱化を推進するため、必要な予算が安定

的に別枠で確保されるよう措置を講じること。 

 ４ 令和５年度においても、地方自治体ができるだけ早い時期に補正予算が組めるよう、

政府において国土強靱化予算を含む経済対策を早急に取りまとめ、一刻も早く補正予算を

成立させること。その際、臨時交付金による地方負担軽減策を併せて講ずること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和 年 月 日 

和歌山県日高郡美浜町議会議長 谷 重幸 

 提出先 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、 

 内閣官房長官、内閣府特命担当大臣（防災） 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） 本件について提案理由の説明を求めます。龍神議員。 

○８番（龍神初美君） 発議第２号 防災・減災、国土強靱化等に資する社会資本整備の

推進を求める意見書提出について、提案理由を申し上げます。 

 近年、全国どこでも激甚な豪雨災害に見舞われておかしくない状況にあります。 

 また、今後起こり得る南海トラフ巨大地震対策はもとより、近年大型化している台風に

よる高波など、大規模自然災害に備えることが急務となっています。 

 本町におきましても、平成３０年度補正予算からの３か年緊急対策及び令和２年度補正

予算からの５か年加速化対策により、河川改修や高波対策、津波避難施設の整備など、住

民の生命と財産を守るため、危険箇所への事前対策を推進してきたところでございますが、

より一層の対策が求められています。 

 こうしたことから、地方自治法第９９条の規定により、関係行政庁に対し、意見書を提

出するものでございます。 

 議員の皆様におかれましては、この趣旨をご理解いただき、ご賛同いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（谷重幸君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（谷重幸君） これで討論を終わります。 
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 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（谷重幸君） 挙手多数です。したがって、発議第２号 防災・減災、国土強靱化

等に資する社会資本整備の推進を求める意見書（案）は原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。 

午前十時三十八分休憩 

   ―――・――― 

午前十時三十九分再開 

○議長（谷重幸君） 再開します。 

 お諮りします。 

 ただいま各委員長から、委員会の閉会中の継続審査及び調査について申出書が提出され

ました。これを日程に追加し、追加日程第１０として議題にしたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、委員会の閉会中の継続審査及び

調査についてを日程に追加し、追加日程第１０として議題とすることに決定しました。 

 追加日程第１０ 委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題とします。 

 各委員長から、目下、委員会において審査及び調査中の事件について、会議規則第７５

条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申

出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることにご異議ありませ

んか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 令和５年美浜町議会第３回定例会を閉会します。 

午前十時四〇分閉会 

 お疲れさまでした。 

 


